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環境（Environment） 社会（Social） ガバナンス（Governance）

環境(Environment)

1.

2.

3.

環境に対する考え⽅
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（以下、MUFG）は、地球環境の保全・保護が⼈類共通の責務
であると認識しています。
かかる認識のもと、MUFG は、地球環境と⼈間社会が調和・共⽣した世の中を実現し、将来世代に
引き継ぐため、気候変動への対応や環境保全に取り組みます。

MUFG 環境⽅針の位置付け
MUFG は、全ての活動の指針である「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在
意義と定め、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題解決に取り組んでいま
す。
MUFG 環境⽅針 は、MUFG Way の下に定めている「MUFG グループ⾏動規範」における「環境への
配慮」を実践するため、その⾏動の基盤となる環境認識と具体的な⾏動の指針を⽰すものであり、
取締役会にて決定されます。

事業活動を通じた環境への取り組み

(1) 事業活動を通じた取り組み
MUFG は、環境と経済の好循環による持続可能な社会の実現に貢献しようとするお客さまを、
グループ各社の商品・サービスの提供を通じて⽀援し、これを MUFG ⾃⾝の成⻑機会とする
とともに、商品・サービスが環境に及ぼす影響にも⼗分に配慮し、環境に負の影響を及ぼす
可能性が有る場合は、適切に対応します。
加えて、気候変動を始めとする環境に対するリスク管理⾼度化の対応を進めます。
これらの取り組みにより、持続可能な社会の実現を後押しするとともに、持続的な事業成⻑
と企業価値の向上をめざします。
MUFG は、お客さまとの取引に関し、環境・社会に対するリスクを管理するための枠組みと
して、「MUFG 環境･社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。

■気候変動

MUFG は、気候変動問題は、地球環境に係る重⼤な課題であり、持続可能な社会を実現し、更

MUFG 環境⽅針

⽅針/ガイドライン
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にはお客さまやグループ各社が今後も事業を継続していくためにも適切な対応が必要であると
考えています。あわせて、グローバルな⾦融機関として、脱炭素社会への移⾏をはじめとする
気候変動への世界的な取り組みに関し、⼤きな役割を果たし得る⽴場にいることも認識してい
ます。
このような認識を踏まえ、MUFG は、脱炭素社会への移⾏を促進するために、グループ各社の
業務およびお客さまへの商品・サービスの提供において、以下の取り組みを進めます。

太陽光・⾵⼒等の再⽣可能エネルギー事業や環境に対するリスクに配慮した企業の資⾦調
達の⽀援等を通じて、温室効果ガス排出量削減の取り組みを推進します。

グループ各社の商品・サービスが気候変動に影響を及ぼす可能性に考慮し、その影響にも
⼗分配慮したえうえで、適切に対応します。

気候変動に対するリスクを管理するために、気候変動が事業に及ぼす将来的な影響につい
ての調査・研究を進めます。

また、気候変動への取り組みにおいて、MUFG は、別紙に記載する各種の国際的な協定やイニ
シアティブを⽀持します。

■⽣物多様性

私たちの社会は、豊かな⽣物多様性の恵みの上に成り⽴っており、その維持・保全は、持続可
能な社会を実現するための基盤となるものです。
MUFG は、商品・サービスの提供を通じて、⽣物多様性を保全する事業を⽀援するとともに、
グループ各社の商品・サービスが⽣物多様性へ負の影響を及ぼすことが無いように適切に対応
します。

(2) ⾃社の環境負荷軽減等の取り組み
グループ各社は、以下の取り組みを進めることで、⾃社の環境負荷の低減や環境改善と汚染
の予防等に努めます。

オフィスにおける環境負荷の低減
事業活動における資源の消費や、廃棄物の排出による環境への負荷を認識し、資源循環の
取り組みや、エネルギーと資源の有効活⽤を通じ、環境保全に努めます。

環境改善と汚染の予防
環境に対する効果の継続的な検証を⼼がけ、環境改善と汚染の予防に取り組みます。

グループ内啓発と全員参加
グループ各社の社内に通知し、環境に対する社内の啓発を⼼がけるとともに、役職員が業
務・業務外を問わず、活動しやすい枠組みを⽤意し、役職員⼀⼈ひとりの環境保全活動を
推進します。

4. ガバナンス・管理体制
MUFG 環境⽅針は、取締役会にて決定されます。定期的に⾒直しの要否を検討するほか、事業活動
やビジネス環境の変化を踏まえて随時⾒直しを⾏います。
環境に関する取り組みは、サステナビリティ委員会において定期的に審議します。その内容は経営
会議での審議を経て、取締役会に報告を⾏います。
環境に関する取り組みについて適切かつ積極的な情報開⽰を⾏い、透明性の確保に努めます。
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5. ステークホルダー・エンゲージメント
MUFG は、MUFG 環境⽅針を⼀般にも公開し、広く社外のステークホルダーとコミュニケーション
を⾏うことにより、環境に係る課題への取り組みの向上・改善に努めるとともに、環境保全活動の
啓発・推進に努めます。

別紙
パリ協定／Paris Agreement

気候関連財務情報開⽰タスクフォースによる提⾔／TCFD

責任銀⾏原則／PRB

責任投資原則／PRI

⾚道原則／Equator Principles

国連環境計画･⾦融イニシアティブ／UNEP FI

21 世紀⾦融⾏動原則

CDP（旧名称︓カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）

Stakeholder Capitalism Metrics

1.

2.

はじめに
国際社会は、持続可能な開発⽬標（SDGs）やパリ協定の合意事項の達成を⽬指し、⼈類および全て
の⽣物の⽣存基盤である地球環境の保全と、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（以下、MUFG）は、MUFG Way において「世界が進むチカラ
になる。」を存在意義と定め、地球環境の保全や多様な⼈権の保護などへの取り組みを進めます。
また、⾦融機能を通じた環境および社会の課題解決に積極的に取組み、持続的な事業成⻑と企業価
値向上の実現を⽬指します。
MUFG は、グループ各社の事業活動により⽣じる環境・社会に対するリスクを真摯に対応すべき経
営上の重要課題と認識し、様々なステークホルダーの意⾒や考え⽅を踏まえ、MUFG の環境への取
組⽅針を定めた「MUFG 環境⽅針」、MUFG の⼈権への取組⽅針を定めた「MUFG ⼈権⽅針」のも
と、「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」（以下、本フレームワーク）を制定しました。
以下では、環境・社会問題に適切に対応すると同時に、持続可能な環境および社会の発展に寄与し
ていくための MUFG の取り組みの⽅向性を提⽰します。こうした取り組みが、持続可能な環境およ
び社会の実現を後押しし、より望ましい成果をもたらすと期待しています。
また、本フレームワークについては、グループ各社のお客さまにも内容をお伝えし、ご理解とご協
⼒を働きかけます。

ガバナンス
MUFG は、経営活動を遂⾏するにあたっての指針として、MUFG Way を定めています。また、MUF
G Way の実現のため、グループ各社の役職員の⽇々の⾏動に際しての具体的な判断や⾏動の基準と
して、⾏動規範を定めています。本フレームワークについても、MUFG Way や⾏動規範を踏まえて
制定しています。

MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク
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(1)

(2)

(3)

(4)

3.

4.

(1)

MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの位置付け
本フレームワークは、MUFG 環境⽅針および MUFG ⼈権⽅針に基づき、環境・社会課題に対応
する取り組みの⼀環として制定するものであり、事業活動に伴う環境・社会に対するリスクを
適切に把握・管理するために構築しています。また、MUFG の企業価値を毀損することが無い
よう評判リスク管理の枠組みと整合するように構築しています。

ガバナンス・管理体制
MUFG では、経営会議の傘下にサステナビリティ委員会を設置し、環境・社会課題への対応を
審議しています。
また、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が⼤きく、MUFG の企業価値を毀損する可能
性が⾼い個別案件については、評判リスク管理の観点から、必要に応じて、経営階層のマネジ
メントが参加する枠組みにおいて、対応を協議することとしています。

事業本部の役割
事業本部は、お客さまにご提供する商品・サービスが、環境・社会配慮の観点から問題がない
かについて、お客さまへのヒアリング等を踏まえ、環境・社会デューデリジェンスを実施しま
す。環境・社会デューデリジェンスの実施においては、環境・社会に対するリスクを管理する
部署等へ相談します。

MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの管理
本フレームワークは、サステナビリティ委員会にて審議され、経営会議で決定されました。
また、サステナビリティ委員会にて、定期的に⾒直し要否を審議するほか、事業活動の変化や
ビジネス環境の変化等に応じて、随時⾒直します。

適⽤対象となる商品・サービス
MUFG は、グループ各社がお客さまにご提供する商品・サービスのうち、お客さまの事業を⽀援す
る与信と債券・株式引受（以下、ファイナンス）を通じて、事業に内在する環境・社会影響を発⽣
させ、または環境・社会に対するリスクを拡⼤させる可能性があると認識しています。
本フレームワークは、MUFG の主要⼦会社である三菱 UFJ 銀⾏、三菱 UFJ 信託銀⾏、および三菱 U
FJ 証券ホールディングス（以下、主要⼦会社）の法⼈のお客さま向けの、全ての国・地域における
新規のファイナンスに適⽤します。主要⼦会社は本フレームワークをそれぞれの業務に固有な社内
の⼿続きと基準に組み⼊れます。
また三菱 UFJ 銀⾏は、2005 年に採択した⾚道原則（Equator Principles）に基づき、⼤規模プロジ
ェクトの環境・社会デューデリジェンスを実施しています。
受託財産事業でも、アセットマネジメント事業の遂⾏を通じてもたらされる環境・社会影響への配
慮について、その重要性を⼗分認識しています。同時に、お客さまの付託に応えるべく、受託者責
任を全うすることが極めて重要な責務であると認識しています。このため、アセットマネジメント
事業にかかる環境・社会課題に対する取り組みにつき、本枠組みとは別にポリシーを定めています。

適⽤対象となる事業
本フレームワークは、主要⼦会社がファイナンスを提供する法⼈のお客さまが、当該国の法令や国
際的なプラクティスに基づき環境や社会へ適切な配慮を実施するなどの、社会的責任を果たしてい
ることを確認させて頂くための指針です。
MUFG は、環境・社会に対するリスクまたは影響の性質や重⼤性に鑑み、「ファイナンスを禁⽌する
事業」、および「ファイナンスに際して特に留意する事業」を定め、対応を明確化しました。

ファイナンスを禁⽌する事業
以下に該当する事業は、重⼤な環境・社会に対するリスクまたは負の影響を内包すると考えま
す。主要⼦会社は、これらの事業に対して、環境・社会に対するリスクまたは負の影響を認識
した場合はファイナンスを実⾏しません。
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(2)

A) 違法または違法⽬的の事業
B) 公序良俗に反する事業
C) ラムサール条約指定湿地へ負の影響を与える事業
D) ユネスコ指定世界遺産へ負の影響を与える事業
E) 絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）に違反する
事業

F) 児童労働・強制労働・⼈⾝取引を⾏っている事業
G)クラスター弾製造企業、⾮⼈道兵器製造事業
クラスター弾は、⼀般市⺠に甚⼤な影響を与えてきた兵器です。内蔵する複数の⼦弾が空中で
広範囲に散布する爆弾であり、⼈道上の懸念が⼤きいと国際社会で認知されています。クラス
ター弾の⾮⼈道性を踏まえ、クラスター弾製造企業に対するファイナンスを禁⽌しています。
戦争・紛争において使⽤することを⽬的に製造され、⼀般市⺠も含めて、無差別かつ甚⼤な影
響を与える核兵器、⽣物・化学兵器、対⼈地雷は、クラスター弾と同様に⼈道上の懸念が⼤き
いと国際社会で認知されています。核兵器、⽣物・化学兵器、対⼈地雷の⾮⼈道性を踏まえ、
これら⾮⼈道兵器の製造に対するファイナンスを禁⽌しています。

ファイナンスに際して特に留意する事業
留意する事業に関する項⽬としては、セクター横断的な項⽬と特定セクターに係る項⽬があり
ます。
以下の項⽬に該当する事業には、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が存在する可能性
が⾼く、お客さまによる適切な環境・社会配慮の実施が期待されます。主要⼦会社がそれらの
事業に対してファイナンスの実⾏を検討する際には、環境・社会に対するリスクまたは影響を
特定・評価するプロセスでお客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
お客さまの環境・社会配慮が、予想されるリスクまたは影響に⽐べて⼗分とは⾔えない場合に
は、ファイナンスを実⾏しません。

① セクター横断的な項⽬
A) 先住⺠族の地域社会へ負の影響を与える事業
B) ⾮⾃発的住⺠移転に繋がる⼟地収⽤を伴う事業
C) 保護価値の⾼い地域へ負の影響を与える事業
D) 紛争地域における⼈権侵害を引き起こす、または助⻑する事業、あるいは⼈権侵害と直接的
に結びついている事業

②特定セクターに係る項⽬
A) ⽯炭⽕⼒発電
環境保護、とりわけ気候変動および持続可能なエネルギーへの取り組みは、MUFG に与えられ
た社会的使命の中でも最も重要なものの⼀つです。
パリ協定の合意事項達成のため、事業を通じて脱炭素社会へのスムーズな移⾏を⽀援し、環境
と経済の好循環による持続可能な社会の実現に貢献します。⽯炭⽕⼒発電所の新設および既存
発電設備の拡張にはファイナンスを実⾏しません。
但し、パリ協定⽬標達成に必要な、CCUS 、混焼等の技術を備えた⽯炭⽕⼒発電所は個別
に検討する場合があります。

 
B）鉱業（⽯炭）
炭鉱開発は責任を持って管理されなければ、炭鉱落盤事故による死傷者の発⽣、⼈権侵害、炭
鉱から排出される有害廃棄物による⽣態系への影響など、環境・社会に負の影響を及ぼすこと
を MUFG は認識しています。加えて、⽯炭は他のエネルギー資源に⽐べて、⽕⼒発電所などで
燃焼される場合、多くの温室効果ガスを排出することも事実であり、発電事業向けに⼀般炭を
供給する新規の炭鉱開発が、将来の温室効果ガス排出量増加につながる可能性があることを M

（注 1）

 （注 1）各国の留保事項には⼗分配慮するものとします。

(注 2)

（注 2）⼆酸化炭素回収・利⽤・貯留技術（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）
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UFG は認識しています。
炭鉱開発に対するファイナンスの実⾏を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状
況を確認します。それには開発による⽣態系への影響とその対応や地域住⺠との関係、労働安
全衛⽣への対応が含まれます。
以下の事業または企業にはファイナンスを提供しません。
・⾃然環境に対して重⼤な負の影響を与える⼭頂除去採掘（Mountain Top Removal, MTR）
⽅式で⾏う⽯炭採掘事業
・発電事業向けの新規の⼀般炭採掘事業または既存の⼀般炭採掘の拡張事業
・発電事業向けの⼀般炭採掘事業に紐付くインフラの新規開発または拡張事業
・発電事業向けの⼀般炭採掘事業またはそれに紐付くインフラ事業を主たる事業とする企業の
うち、MUFG とファイナンス等の既存の取引が無い企業
但し、利⽤時の温室効果ガス排出の吸収等が確約されている案件や、環境保全に必要な案件は、
個別に検討する場合があります。

C）⽯油・ガス
⽯油やガスは、電⼒をはじめとする社会インフラにおけるエネルギー源等として私たちの社会
や⽇常⽣活に必要不可⽋である⼀⽅で、温室効果ガスの排出を通じた気候変動への影響に配慮
する必要があります。
a）オイルサンド
オイルサンドは、開発の過程における環境負荷の影響を考慮する必要があることを MUFG は認
識しています。
新規のオイルサンドの採掘に対するファイナンスの実⾏を検討する際には、開発地域における
⽣態系や先住⺠族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
b）北極開発
北極とその周辺地域には、希少⽣物の⽣息地や先住⺠族への配慮等が必要な地域があることを
MUFG は認識しています。
北極圏（北緯 66 度 33 分以北の地域）における新規の⽯油・ガスの採掘に対するファイナンス
の実⾏を検討する際には、開発地域における⽣態系や先住⺠族の地域社会への影響等、お客さ
まの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
c）シェールオイル・ガス
シェールオイル・ガスには、開発時における⽔資源枯渇、⽔質汚染、地震誘発等の影響がある
ことを MUFG は認識しています。
新規のシェールオイル・ガス開発に対するファイナンスの実⾏を検討する際には、開発地域に
おける⽣態系や周辺の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認しま
す。
d）パイプライン
パイプラインには、敷設時および完⼯後において、オイル漏洩による⽣態系への影響、森林伐
採などによる環境への影響、先住⺠族への配慮等の必要があることを MUFG は認識しています。
新規のパイプライン敷設に対するファイナンスの実⾏を検討する際には、開発地域における⽣
態系や先住⺠族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。

D）⼤規模⽔⼒発電
⼤規模ダムは、社会インフラとして治⽔や農業⽣産に貢献し、また電⼒供給においても再⽣可
能エネルギーとしてクリーンなエネルギーの供給に資する⼀⽅で、河川流域の⽣態系や住⺠の
⽣活環境に広範囲に変化を及ぼす可能性があることを MUFG は認識しています。
新規の⼤規模⽔⼒発電所 へのファイナンスの実⾏を検討する際には、ダム建設に伴う⽣
態系、地域社会や住⺠の⽣活環境等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。

E) 森林
森林は、多様な野⽣動植物の⽣息地となることで、⽣物多様性の保全・保護に重要な価値を有
するとともに、⽊材、紙、パルプなどの原産地として、地域経済を⽀える重要な存在です。ま

（注 3）

（注 3)ダム壁の⾼さが 15 メートル以上かつ出⼒ 30MW 以上の新規の⽔⼒発電所のダム建設
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5.

た、森林が有する⼆酸化炭素の吸収・貯蔵機能を通じ、気候変動の緩和に重要な役割を果たし
ています。無秩序且つ⼤規模な森林破壊は、地球環境、とりわけ気候変動に対して重⼤な負の
影響を及ぼすことを MUFG は認識しています。
森林セクターや紙パルプセクター等における植林地の経営を含む森林伐採事業に対するファイ
ナンスの実⾏を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
違法な伐採や保護価値の⾼い地域における森林破壊（deforestation）が⾏われていないことを
確認するとともに、⾼所得 OECD 加盟国以外において上記の森林事業に対してファイナンスを
実⾏する際には、お客さまに対し、国際的に認められている認証（FSC（Forest Stewardship
Council）、PEFC（Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes）等

）の取得を求めます。未取得の場合には、取得に係る⾏動計画の提出を求めます。
森林伐採を伴う⼤規模農園等 の開発、操業に対するファイナンスの実⾏を検討する際に
は、先住⺠族等への「⾃由意思による、事前の、⼗分な情報に基づく同意」（FPIC︓ Free, Pri
or and Informed Consent）の尊重や「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ」（NDPE:
No Deforestation, No Peat and No Exploitation）等の環境・⼈権への配慮を定めた⽅針の策
定を求めます。
なお、取引期間において、社会的課題に対して適切な対応がなされていない場合には、お客さ
まに対して改善に向けた対応を求め、改善策が不⼗分である場合は新規のファイナンスは実施
しません。
お客さまのサプライチェーンにおいても、同様の取り組みがなされるよう、サプライチェーン
管理の強化、ならびにトレーサビリティの向上を要請します。

F) パーム油
パーム油は、調理⽤油、洗剤、塗料などの⽇常⽣活に⽋かせない製品を作るためにも使われま
す。また、パーム油の消費拡⼤が、多くの国々の経済的成⻑を促進した側⾯もあります。
⼀⽅、パーム油のプランテーションにおいて、⾃然林の伐採や泥炭地等での野焼きが⾏われる
場合、⽣物多様性や気候変動への影響、更には地域社会との対⽴などを引き起こす可能性があ
ります。
そのため、パーム油のプランテーション事業は、責任を持って管理されなければ、地球環境に
対して重⼤な負の影響を及ぼすことを MUFG は認識しています。
パーム油のプランテーションの所有・経営事業に対するファイナンスの実⾏を検討する際には、
お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
上記のパーム油事業に対してファイナンスを実⾏する際には、お客さまに対し、RSPO（Roun
dtable on Sustainable Palm Oil）への参加を促すとともに、RSPO の認証 取得、「森林
破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ」（NDPE: No Deforestation, No Peat and No Exploit
ation）を遵守する旨の公表を求めます。RSPO の認証未取得や NDPE を遵守する旨を公表して
いない場合には、履⾏に向けた⾏動計画の提出を求めます。
お客さまのサプライチェーンにおいても同様の取り組みがなされるよう、サプライチェーン管
理の強化、ならびにトレーサビリティの向上を要請します。
なお、取引期間において、社会的課題に対して適切な対応がなされていない場合には、お客さ
まに対して改善に向けた対応を求め、改善策が不⼗分である場合は新規のファイナンスは実施
しません。

環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセス

（注 4）

（注 5）

（注 4）FSC、PEFC 等の認証には、先住⺠族等への「⾃由意思による、事前の、⼗分な情報に基づく同意」（FPIC︓ Free, Pri

or and Informed Consent）の尊重の考えが含まれると認識しています。

（注 5）⼤規模農園等とは、1 万 ha 以上を対象とし、⼤⾖・天然ゴム・カカオ・コーヒー等を栽培する農園、及び放牧地をい

います。

（注 6）

（注 6）RSPO 認証には、先住⺠族等への「⾃由意思による、事前の、⼗分な情報に基づく同意」（FPIC︓ Free, Prior and Inf

ormed Consent）の尊重、「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ」（NDPE: No Deforestation, No Peat and No Exploi

tation）の遵守の考えが含まれると認識しています。
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(1)

(2)

(3)

6.

(1)

(2)

ファイナンスの対象となる事業の環境・社会に対するリスクまたは影響を特定し、評価するための
デューデリジェンスのプロセスを導⼊しています。

標準デューデリジェンス
標準デューデリジェンスは、お客さまと直接接点を持つ主要⼦会社の事業部⾨の法⼈担当部署
が実施します。ファイナンスの対象である事業が、「ファイナンスを禁⽌する事業」と「ファイ
ナンスに際して特に留意する事業」に該当するか否か、⼊⼿可能な公開情報や、お客さまから
ご提供頂く情報等に基づき判断します。

強化デューデリジェンス
「ファイナンスに際して特に留意する事業」に該当する場合、標準デューデリジェンスに加え
て、必要に応じて主要⼦会社の環境・社会に対するリスクを管理する部署等が強化デューデリ
ジェンスを実施します。強化デューデリジェンスの結果を⼗分考慮したうえで、ファイナンス
実⾏の可否を決定します。

評判リスクに関する協議の枠組み
ファイナンス対象の事業が、MUFG の企業価値を⼤きく毀損する可能性があると判断される場
合には、経営階層のマネジメントが参加する枠組みにおいて、当該ファイナンス案件への対応
を協議します。

社内研修等

社内研修・教育
世界的な環境・社会課題に対する取り組みや環境・社会配慮確認に関する理解を深め、本フレ
ームワークの考え⽅やデューデリジェンス⼿続の浸透を⽬的として、主要⼦会社の事業部⾨の
法⼈担当者等を対象とした研修を実施します。
環境・社会に対するリスクを管理する部署等の担当者には、本フレームワークの取り組みの⾼
度化を⽬的とした専⾨的な研修を実施します。

ステークホルダー・エンゲージメント
本フレームワークの運⽤は、様々なステークホルダーと建設的なコミュニケーションを図りな
がら進めます。こうした協働は、MUFG が対応すべき環境・社会に対するリスクまたは影響の
適切な把握に寄与し、本フレームワークをより実効性の⾼い内容とするための⾒直しを検討す
る際の参考となります。

【免責⽂⾔】
本フレームワークの公表および運⽤開始により、MUFG またはグループ各社との間に何ら代理関係
または契約関係が発⽣するものではなく、MUFG およびグループ各社は⼀切法的な義務や責任を負
うものではありません。

（2023 年 9 ⽉ 1 ⽇公表／2023 年 10 ⽉ 1 ⽇適⽤）
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三菱 UFJ 信託銀⾏、ならびにその傘下である三菱 UFJ 国際投信、エム・ユー投資顧問、Mitsubishi UFJ
Asset Management (UK) 、三菱 UFJ オルタナティブインベストメンツは、三菱 UFJ フィナンシャル・
グループ（以下、MUFG）におけるアセットマネジメント会社として“MUFG Asset Management”（以
下、MUFG AM）ブランドを形成しています。
 
今般、MUFG AM は、サステナブル投資を推進するための⽅針として「MUFG AM サステナブル投資ポリ
シー」（以下、本ポリシー）を制定いたしました。

1．サステナブル投資に関する基本的な考え⽅

MUFG AM は、サステナブル投資が⻑期的なリスク・リターンを改善しつつ環境・社会の課題を解
決し、より良い未来を築くことに繋がるとの考えのもと、サステナブル投資理念「私たちの投資、
サステナブルな未来へ」を掲げるとともに、受託者責任を全うすべく、アセットオーナーやステー
クホルダーと対話を重ねながら、サステナブル投資を推進します。

2．サステナブルな未来に向けた取り組み

MUFG AM は、サステナブルな未来の実現には、サステナビリティ・トランスフォーメーション
（SX）が必要と考えており、以下の取り組みを⾏って参ります。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ESG インテグレーション
MUFG AM は、環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）等に起因するリスクや機会を考慮した
投資が、⻑期的なリスク・リターンを改善し、企業および社会を取り巻く ESG 課題の解決に
寄与すると考え、財務情報だけでなく、ESG 等の⾮財務情報の視点を投資プロセスに組み込
むこと（ESG インテグレーション）を推進します。

スチュワードシップ活動（エンゲージメント・議決権⾏使）
MUFG AM では、ESG に関する⾼い専⾨性を有した⼈材とファンドマネジャーやアナリスト等
が協働し、エンゲージメントと議決権⾏使を⾏います。MUFG AM は、投資先企業の⻑期的に
顕在化しうるリスクの低減、持続的成⻑および企業価値向上の実現をはかり、運⽤資産の⻑
期的なリスク・リターンの改善を⽬指します。また、サステナブルな未来の実現に向けた重
⼤な課題の解決を促進します。

エクスクルージョンおよびダイベストメント
MUFG AM は、投資先企業とのエンゲージメントを通じ、投資先企業にサステナブルな未来の
実現に向けた変化を促すことができると考えております。サステナブルな未来の実現に反す
ると考えられる事業に関わる企業等については、原則として受託している全ての運⽤資産に
おいてネガティブ・スクリーニングを実施します。ただし、お客さまからのガイドラインに
基づく運⽤、外部委託運⽤およびパッシブ運⽤はこの限りではありません。

社会に変⾰を与える商品・サービスの開発・提供
MUFG AM は、SX を成し遂げていくためには、真にお客さまや市場のニーズを捉えた社会に
変⾰を与える（トランスフォーマティブな）運⽤商品・サービスの提供が重要であると認識
しており、運⽤戦略や運⽤⼿法の強化・開発やソリューションの提供に取り組みます。

解決すべき課題の特定
MUFG AM は、サステナブルな未来の実現を阻害し、⻑期的に運⽤資産への影響度が⼤きい課
題について、優先して解決すべく取り組みます。特に、サステナブルな未来の実現のために

MUFG AM サステナブル投資ポリシー
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(6)

は、気候変動問題への取り組みが不可⽋であると考えています。このため、Net Zero Asset
Managers initiative に参画しカーボンニュートラルの実現に取り組んでいくことを表明して
おり、サステナブル投資を通じて脱炭素社会への移⾏（トランジション ）を推進して参り
ます。2050 年のカーボンニュートラルの達成、 脱炭素社会の実現に向けて、GHG（温室効
果ガス）多排出産業が脱炭素化に移⾏するための取り組みも促進して参ります。

サステナブル投資ファンドの定義
サステナブル投資の更なる普及のため、本ポリシーに基づき MUFG AM 各社が取り扱うサステ
ナブル投資ファンドについて、各々定義を明確化いたします。

3．適⽤範囲

本ポリシーに定められたサステナブル投資にかかる取り組みは、原則、MUFG AM にて受託する全
ての運⽤資産とアセットクラスに適⽤されます。
 
また、本ポリシーの⾒直しを定期的に⾏い、MUFG AM 各社の事業活動および環境の変化に応じて
改定します。

[免責条項]
本ポリシーの公表および運⽤開始により、MUFG または MUFG AM 各社との間に何ら代理関係または契
約関係が発⽣するものではなく、MUFG および MUFG AM 各社は⼀切法的な義務や責任を負うものでは
ありません。

（2023 年 3 ⽉制定）

（注）

（注）再⽣可能エネルギー等の既に脱炭素化・低炭素化の⽔準にある活動・取り組みとあわせて、GHG(温室効果ガス)多排

出産業が脱炭素化・低炭素化を進めていく移⾏の取り組みも指します。
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社会(Social)

1.

2.

3.

4.

5.

⼈権尊重へのコミットメント
三菱 UFJ フィナンシャル･グループ（以下、MUFG）は、MUFG Way において定める存在意義「世
界が進むチカラになる。」を実現するうえで、⼈権の尊重を経営において取り組むべき重要課題と認
識するとともに、事業活動の全てにおいて、⼈権尊重の責任を果たす努⼒をすることを誓います。

尊重する⼈権
MUFG は、国際的な⼈権基準として、以下を尊重します。

世界⼈権宣⾔

労働における基本原則および権利に関する宣⾔（国際労働機関（ILO））

ビジネスと⼈権に関する指導原則

加えて、別紙に記載するその他各種の国際的なイニシアティブへの⽀持を表明し、推進しています。

⼈権を保護する義務はまず国家にありますが、MUFG は、法令等による当該国における⼈権尊重の
義務の有無を問わず、国際的に認められている⼈権に関連する基準等を⽀持し、尊重します。
なお、国際的に認められた基準等と当該国の法令等との間に⽭盾がある場合、国際的な基準等を尊
重するための⽅法を追求します。

MUFG ⼈権⽅針の位置づけ
MUFG は、全ての活動の指針である「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在
意義と定め、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題解決に取り組んでいま
す。
MUFG ⼈権⽅針は、MUFG Way の下に定めている「MUFG グループ⾏動規範」を踏まえ、事業活動
において⼈権の尊重に取り組んでいくことを誓うものであり、取締役会にて決定されます。

適⽤範囲
MUFG ⼈権⽅針を踏まえ、グループ各社の役職員は、⼈権尊重に努めます。
さらに、グループ各社のお客さまやサプライヤー（納⼊業者）に対しても⼈権の尊重を働き掛けて
いくとともに、お客さまやサプライヤー（納⼊業者）が⼈権を尊重していない場合は、適切に対処
するように努めます。

役職員の⼈権
MUFG では、雇⽤や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組んでおり、⼈種、国籍、信条、
宗教、障がい、⾨地、性別、性的指向、性⾃認、年齢、健康状態等による差別やセクシュアルハラ
スメントやパワーハラスメント等のハラスメント⾏為、強制労働や児童労働等の⼈権侵害を容認し
ないことを明確にし、役職員にその遵守を徹底するとともに、結社の⾃由および団体交渉権を尊重
しています。
また、グループ各社に職場内の⼈権侵害についての相談窓⼝を設け、相談を受け付けるとともに、
これらの⾏為を許さず、防⽌する体制を整備しています。

MUFG ⼈権⽅針
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6.

7.

8.

9.

10.

加えて、役職員各層別への⼈権啓発研修を実施する等により、役職員⼀⼈ひとりが⼈権問題に対す
る正しい理解と認識を深めることに努めています。

お客さまへの⼈権配慮の要請
MUFG は、お客さまに対しても、⼈権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。また、提供す
る商品やサービスが、⼈権侵害の発⽣と直接的に結びついている場合は、MUFG として適切に対応
すると共に、適切な対応をとるようにお客さまに働きかけることにより、⼈権尊重を推進します。
お客さまとの取引に関しては、環境・社会への影響配慮の枠組みとして「MUFG 環境・社会ポリシ
ーフレームワーク」を制定しており、取引可否の判断に際しては、必要に応じて当該ポリシーフレ
ームワークに定めるデューデリジェンスを実施します。

サプライヤー（納⼊業者）への⼈権配慮の要請
MUFG は、サプライヤー（納⼊業者）に対しても、⼈権を尊重し、侵害しないことを求めていきま
す。また、サプライヤー（納⼊業者）において、⼈権への負の影響が引き起こされている場合には、
MUFG として適切に対応することにより、⼈権尊重を推進します。

救済措置等
MUFG は、グループ各社の役職員や提供する商品・サービスが、⼈権に対して負の影響を引き起こ
した、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切に対応し、その救済に取り組みま
す。

ガバナンス・管理体制
MUFG ⼈権⽅針は、取締役会にて決定されます。定期的に⾒直しの要否を検討するほか、必要に応
じて⾒直しを⾏います。
⼈権に関する取り組みは、サステナビリティ委員会において定期的に審議します。その内容は経営
会議での審議を経て、取締役会に報告を⾏います。
⼈権に関する取り組みについて適切かつ積極的な情報開⽰を⾏い、透明性の確保に努めます。

ステークホルダー・エンゲージメント
MUFG は、MUFG ⼈権⽅針に基づく取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話と協議
を⾏うことにより、⼈権尊重の取り組みの向上と改善に努めていきます。

別紙
OECD 多国籍企業ガイドライン

国連グローバル・コンパクト

⼦どもの権利とビジネス原則

責任銀⾏原則／PRB

責任投資原則／PRI

⾚道原則／Equator Principles

国連環境計画･⾦融イニシアティブ／UNEP FI

21 世紀⾦融⾏動原則

Stakeholder Capitalism Metrics
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MUFG ⼈事プリンシプルは、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（以下 MUFG）が、MUFG Way に相応
しい⼈材マネジメントを実現するための基本的な考え⽅である。

従業員と共有する価値観（Values）
MUFG は、共有すべき価値観（「信頼・信⽤」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成⻑と挑
戦」）を実現するための⼈事運営⽅針を⽴案、施⾏する。

⼈事の役割・使命（Mission）
MUFG は、⼈事運営を通じて以下のことを実現する。

プロフェッショナリズムと⾼い倫理観をもった⼈材が活躍できる、成⻑と挑戦する機会にあふれる企
業⽂化の醸成

従業員⼀⼈ひとりが働き甲斐を感じ、⾃⾝の持てる⼒を最⼤限発揮できる適材適所の⼈事

⽇本と世界の⻑期的な発展を⽀えることができる⼈材の育成

中⻑期的な⼈事運営の⽅向性（Vision）
MUFG Way を実現する、業界トップクラスの⼈材マネジメントを⽬指す。
 
各種⼈事に関する機能や制度の基本理念（Philosophy）
MUFG は、以下の基本理念に基づいて、必要な⼈事制度を設計し、運営する。
 
（採⽤）
MUFG で働きたいと思われるよう内外に対して企業ブランド醸成を図りながら、MUFG の⼀員として我
々の共有すべき価値観を体現できる多様な⼈材を、グローバルに採⽤する。
 
（評価）
短期的な業績成果のみならず、お客さま本位の姿勢や新しい試みに対する挑戦の姿勢等を踏まえた、総
合的かつ公正・公平な評価を実施する。また⼈材育成の観点から、各⼈に対する評価と課題のフィード
バックを徹底する。
 
（報酬）
従業員の成果や頑張り、並びに会社の持続的な成⻑への貢献等を総合的に勘案した上で、公正に報いて
いく。報酬⽔準は、経営環境や、経済･社会情勢、市場⽔準等を踏まえ決定する。

MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク

MUFG AM サステナブル投資ポリシー

MUFG ⼈事プリンシプル
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（登⽤）
従業員が持てる⼒を最⼤限発揮できるように、各⼈のキャリアに対する希望や能⼒・適性に応じた、MU
FG の成⻑に寄与するリーダーの育成にも繋がる、適材適所を実現する。
 
（育成）
従業員⼀⼈ひとりが知識や専⾨性のみならず、⾒識や倫理観を⾼められる教育機会を提供し、MUFG W
ay を実現できる⼈材を育成する。

MUFG は、以下の考え⽅に沿って購買活動を実施しています。
 
＜購買活動に関する考え⽅＞

1.

2.

3.

4.

5.

サプライヤーの公平・公正な選定と取り扱い
経済的合理性や＜サプライヤーへの協⼒要請＞で記載の事項等への取り組みを踏まえ、公平・公正
にサプライヤーを決定します。特定のサプライヤーに正当な理由なく特別な待遇を与えたり、不当
に不利益を課したりしません。

法令・社会規範の遵守
購買活動にあたり、関連するすべての法令、社会規範を遵守し、⾼い倫理観に基づき⾏動します。

機密情報の厳守
購買活動を通じて知り得た、サプライヤーの機密情報は厳格に管理します。

環境への配慮・⼈権の尊重
購買活動において、地球温暖化防⽌、⽣物多様性保全等の環境配慮や⼈権の尊重を重視します。

サプライヤーとのパートナーシップの維持
すべてのサプライヤーをパートナーとして尊重し、対等かつ誠実な対応により信頼・協⼒関係の維
持に努めます。優越的な地位を盾に、不当な利益を要求したり、受けたりはしません。

＜サプライヤーへの協⼒要請＞

MUFG はサプライヤーに対し、以下の内容を考慮した公正かつ健全な企業活動を求めます。

（⼈権の尊重）

事業活動やサプライチェーンにおいて、児童労働、強制労働、⼈⾝取引に関与しないための⼗分な配
慮

従業員への安全で適切な労働環境・条件の提供

賃⾦および労働時間に関し適⽤される法令の遵守

法令に基づく結社の⾃由や団体交渉権の尊重

差別・ハラスメントの防⽌

（法令・社会規範の遵守）

購買活動に関する考え⽅
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法令や社会規範を遵守した、公正かつ健全な企業活動の遂⾏

（反社会勢⼒との取引排除）

反社会的勢⼒に対する、取引関係を含めた、⼀切の関係の遮断

（環境配慮）

資源やエネルギーの使⽤の抑制

低炭素・脱炭素エネルギーの使⽤や温室効果ガスの削減

廃棄物の削減、資源の有効活⽤

環境や⼈に影響を与える物質の使⽤や排出の抑制

森林などの天然資源の持続可能な利⽤

⽣物多様性や⽣態系への影響配慮

（情報管理）

個⼈情報の保護に関する法律および関係法令に基づく、情報の適切な保護および管理

（2023 年 6 ⽉改定）

2015 年に英国で施⾏された現代奴隷法および 2018 年に豪州で施⾏された現代奴隷法により、MUFG グ
ループ傘下の対象企業は⾃社の事業およびサプライヤーにおける労働⼒搾取および⼈⾝取引防⽌の取り
組みに関して声明を以下の通り公表しています。

三菱 UFJ 銀⾏（英・豪）

三菱 UFJ 信託銀⾏（英）

MUFG セキュリティーズ EMEA（英）（PDF / 353KB） 

クラスター弾は、⼀般市⺠に甚⼤な影響を与えてきた兵器です。内蔵する複数の⼦弾が空中で広範囲に
散布する爆弾であり、⼈道上の懸念が⼤きいと国際社会で認知されています。⽇本では、クラスター弾
の製造禁⽌や所持の原則禁⽌を定めた法律が施⾏されています。全国銀⾏協会は上記法律施⾏を踏まえ、
⾏動憲章の精神に則り、銀⾏業務の公共的使命の重みを認識し、2010 年 10 ⽉、クラスター弾の製造を
資⾦使途とする与信を、国の内外を問わず⾏わないことを申し合わせました。
全国銀⾏協会の正会員である三菱 UFJ 銀⾏と三菱 UFJ 信託銀⾏は、クラスター弾製造を資⾦使途とする

英国現代奴隷法および豪州現代奴隷法への対応

クラスター弾への対応

https://www.bk.mufg.jp/csr/statement/sht/index.html
https://www.tr.mufg.jp/ippan/csr/csr_katsudou.html#slavery_act
https://www.mufg.jp/dam/csr/policy/MSA_MUFGSecuritiesEMEA2021.pdf


⽅
針
／
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

社
会

295

MUFG は、MUFG グループ 個⼈情報保護⽅針 を定め、以下の通り公表しています。
 
個⼈情報の保護について

1. 経営課題しての認識
経営者⾃らが最新情勢への理解を深めることを怠らず、サイバーセキュリティを投資と位置づけて
積極的な経営に取り組みます。また、経営者⾃らが現実を直視してリスクと向き合い、経営の重要
課題として認識し、経営者としてのリーダーシップを発揮しつつ、⾃らの責任で対策に取り組みま
す。
お客さまの⼤切な資産を守ること、ならびに⾦融サービスを安全かつ安定的に稼働させることは M
UFG の社会的責務であるとの認識のもと、サイバー攻撃等に関するリスクを MUFG のトップリスク
の１つとして位置づけ、経営会議・取締役会等での議論・検証のもと、経営レベルでリスク対策を
推進します。

2. 経営⽅針の策定と意思表明
特定・防御だけでなく、検知・対応・復旧も重視した上で、経営⽅針やインシデントからの早期回
復に向けた BCP（事業継続計画）の策定を⾏います。経営者が率先して社内外のステークホルダー
に意思表明を⾏うとともに、認識するリスクとそれに応じた取り組みを各種報告書に⾃主的に記載
するなど開⽰に努めます。
具体的には、サイバーセキュリティに関する経営⽅針に基づき、リスクの特定や防御の取り組みに
加え、検知・対応・復旧をリードする専担ライン（MUFG-CERT）の設置、⼿続・マニュアルの整
備、定期的な演習・訓練を通じたインシデント対応能⼒の強化、コンティンジェンシープランの整
備を実施します。また、ディスクロージャー誌等を通じてセキュリティ強化の取り組みについて開
⽰します。

3. 社内外体制の構築・対策の実施
予算・⼈員等のリソースを⼗分に確保するとともに、社内体制を整え、⼈的・技術的・物理的等の
必要な対策を講じ、経営・企画管理・技術者・従業員の各層における⼈材育成や教育を⾏います。
また、取引先や委託先、海外も含めたサプライチェーン対策に努めます。
具体的には、サイバーセキュリティに係る専担組織を置き、必要な予算・⼈員等のリソースを確保
いたします。セキュリティ教育プログラム等を整備し⼈材育成を図ると共に、⾦融 ISAC※1 との協
働活動等を通じ広く業界内にノウハウを共有します。先進技術を活⽤したセキュリティ対策の実施

与信を禁⽌してきましたが、クラスター弾の⾮⼈道性を踏まえ、2017 年 12 ⽉以降、資⾦使途に関わら
ず、クラスター弾を製造する企業に対する与信を禁⽌しています。

個⼈情報保護⽅針

サイバーセキュリティ経営宣⾔

https://www.mufg.jp/privacy/index.html


⽅
針
／
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

社
会

296

に努めます。また、クラウドサービス等の委託先や海外も含めたサイバーセキュリティ対策状況の
モニタリングを通じてサプライチェーン対策を実施します。

4. 対策を講じたシステムやサービスの社会への普及
システムやサービスの開発・設計・製造・提供をはじめとするさまざまな事業活動において、サイ
バーセキュリティ対策に努めます。
例えば、インターネットバンキング等のサービスを安⼼・安全にご利⽤いただくために、ワンタイ
ムパスワードカード及びスマートフォンアプリを配布するなど、お客さまにおいてご利⽤可能なセ
キュリティ対策を充実させるとともに、不正な取引のモニタリングを実施します。新たなシステム
やサービスの開発時には安全なセキュリティ対策を実施し、お客さまが使いやすく安⼼してご利⽤
いただけるサービスの提供に努めます。

5. 安⼼・安全なエコシステムの構築への貢献
関係官庁・組織・団体等との連携のもと、積極的な情報提供による情報共有や国内における対話、
⼈的ネットワーク構築を図ります。また、各種情報を踏まえた対策に関して注意喚起することによ
って、社会全体のサイバーセキュリティ強化に貢献します。
具体的には、⾦融庁、内閣サイバーセキュリティセンター、情報処理推進機構、警察などの関係省
庁等と適時適切な連携を⾏うと共に、⾦融 ISAC※1、FS-ISAC※1 のほか、ICT-ISAC※2 等も含め
た国内外のクロスセクターとの情報共有と活⽤を推進し、グローバルベースで社会全体のサイバー
セキュリティの向上に貢献します。

※1 ⾦融 ISAC、FS-ISAC
⾦融機関を会員とするセキュリティ関連情報及び分析結果の共有を⽬的とする会員制組織。⾦融 ISAC は⽇
本で業を⾏う⾦融機関を対象とし、FS-ISAC は⽶国を対象とするもの、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プも加盟。
 
※2 ICT-ISAC
ネットワークのセキュリティ確保を⽬的とした通信事業者や放送事業者などの⼀般企業を対象とした社団法
⼈。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、クロスセクターとして協業。

ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DEI）の推進

ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DEI）の考え
⽅

https://www.mufg.jp/csr/social/id/01/index.html
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ガバナンス(Governance)

⾏動規範

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ及びその傘下⼦会社等を含めた企業グループ（以下、総称
して「当グループ」といいます。）は、次のとおり利益相反管理⽅針を定め、役職員⼀同がこれを遵守す
ることによって、お客さまの利益を不当に害することがないよう、また、MUFG フィデューシャリー・
デューティー基本⽅針に基づき、お客さま本位の業務運営を実現することができるよう、万全をつくし
てまいります。

第 1 章 利益相反

1. 利益相反
利益相反とは、お客さまの利益と当グループの利益、⼜は当グループが義務を負っている複数のお
客さま間の利益が、競合・対⽴する状況等をいいます。
 
こうした利益相反は⾦融コングロマリット化の進展や多種多様な⾦融取引によって⽇常的に⽣じて
おりますが、当グループ内の利益相反による弊害を防⽌するため、適切な経営管理態勢やコンプラ
イアンス態勢を構築してまいります。

第 2 章 銀⾏法及び⾦融商品取引法等に基づく利益相反管理

1. 利益相反による弊害のおそれがある取引等の特定
当グループは、以下に掲げる状況が発⽣しやすい業務を中⼼に、特に管理が必要な業務等（以下、

「管理対象業務」といいます。）をあらかじめ特定します。そして、これらの管理対象業務を遂⾏す
る場合に⽣じる、利益相反の弊害のおそれがある取引等について、レピュテーショナル（⾵評）・リ
スクにも留意し、重点的に管理を⾏います。

(1) 当グループがお客さまへ助⾔業務を提供している場合等、お客さまが⾃⾝の利益が優先される
と合理的な期待を抱かれる状況

MUFG グループ⾏動規範

利益相反管理⽅針

https://www.mufg.jp/profile/governance/ethics/index.html
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(2)

(3)

当グループがお客さまとの取引で得た情報を利⽤することにより、市場等で不当に利益を上げ
るおそれが⾼い状況

当グループとお客さまとの取引に伴い、レピュテーショナル・リスクが⽣じるおそれの⾼い状
況

管理対象業務の代表例は、以下のとおりです。
Ｍ＆Ａに関する業務 資産・債権流動化に関する業務 シンジケートローンに関する業務 プリン
シパルインベストメントに関する業務 株式・債券引受に関する業務 社債管理に関する業務

2. 利益相反管理の対応を要する会社
当グループのうち、管理対象業務を⾏う会社を、利益相反管理の対応を要する会社とし、管理体制
を整備いたします。対象となる会社の代表例は、以下のとおりです。
株式会社三菱 UFJ 銀⾏ 三菱 UFJ 信託銀⾏株式会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 
au カブコム証券株式会社 株式会社中京銀⾏

3. 利益相反の管理体制
当グループでは、法令上利益相反管理体制整備義務を負う会社に利益相反を管理・統括する部署を
設置し、利益相反を⼀元的に管理いたします。
また、利益相反の管理に関する法令その他の規範を遵守し、態勢整備を継続的に⾏ってまいります。

4. 利益相反の管理⽅法
当グループは、以下に掲げる⽅法を適切に組み合わせること等により、利益相反による弊害を防⽌
し、お客さまの利益を不当に害することがないよう取り組んでまいります。

(1)

(2)

(3)

(4)

利益相反による弊害のおそれのある取引を⾏う部⾨（会社）を他の部⾨（会社）から分離する
⽅法

利益相反による弊害のおそれのある取引の⼀⽅⼜は双⽅の条件⼜は⽅法を変更する⽅法

利益相反による弊害のおそれのある取引の⼀⽅を中⽌する⽅法

利益相反による弊害のおそれがあることをお客さまに開⽰する⽅法

第 3 章 MUFG フィデューシャリー・デューティー基本⽅針に基づく利益相反管
理

当グループは、MUFG フィデューシャリー・デューティー基本⽅針の「4．多様なニーズにお応えする商
品ラインアップの整備」及び「5．お客さまの投資成果向上に向けた運⽤の⾼度化」に基づき、以下の点
等に留意しつつ、利益相反を適切に管理いたします。

(1)

(2)

お客さまの資産形成に資する商品選定および販売⼿続き等の整備

運⽤業務における独⽴性・透明性の確保
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また、MUFG フィデューシャリー・デューティー基本⽅針に基づく取組みを実践する会社の代表例は、
以下のとおりです。
株式会社三菱 UFJ 銀⾏ 三菱 UFJ 信託銀⾏株式会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 三
菱 UFJ モルガン・スタンレー PB 証券株式会社 au カブコム証券株式会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 
⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社 エム・ユー投資顧問株式会社

1.

2.

3.

4.

5.

MUFG グループは、次のとおり反社会的勢⼒に対する基本⽅針を定め、役職員⼀同これを遵守すること
により、業務の適切性と安全性の確保に努めます。

組織としての対応
反社会的勢⼒に対しては、⾏動規範・社内規定等に明⽂の根拠を設け、経営トップ以下、
組織全体として対応します。また、反社会的勢⼒に対応する従業員の安全を確保します。

外部専⾨機関との連携
平素から、警察、暴⼒追放運動推進センター、弁護⼠等の外部の専⾨機関と緊密な連携
関係を構築することに努めます。

取引を含めた⼀切の関係遮断
反社会的勢⼒に対しては、取引関係を含めて、⼀切の関係を遮断します。

有事における⺠事と刑事の法的対応
反社会的勢⼒による不当要求を拒絶し、必要に応じて⺠事および刑事の両⾯から法的対
応を⾏います。

裏取引や資⾦提供の禁⽌
反社会的勢⼒との裏取引は絶対に⾏いません。
反社会的勢⼒への資⾦提供は絶対に⾏いません。

反社会的勢⼒に対する基本⽅針
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グローバルに事業展開する MUFG グループは、国際社会での贈収賄防⽌に向けた取り締まり強化をうけ、
海外贈収賄防⽌規制への対応を重要課題の⼀つとして捉え、必要なルールの整備を⾏っています。グル
ープベースの対応として「MUFG 贈収賄防⽌規則」を制定のうえ、グループ各社において贈収賄防⽌の
ための規則・規程・⼿続きを整備し、管理態勢を⼀層強化しております。また、研修・教育による周知
を継続しルールの浸透に努めております。

お客さま本位の取り組み

MUFG コーポレートガバナンス⽅針

リスク管理

コンプライアンス

贈収賄防⽌への取り組み

MUFG フィデューシャリー・デューティー基本⽅針

MUFG コーポレートガバナンス⽅針

リスク管理基本⽅針

コンプライアンス基本⽅針

https://www.mufg.jp/profile/governance/fd/index.html
https://www.mufg.jp/profile/governance/policy/index.html
https://www.mufg.jp/profile/governance/risk/index.html
https://www.mufg.jp/profile/governance/compliance/index.html
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1. ⽬的
本⽅針は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下「当社」といいます。）および⼦会社等（以
下「MUFG グループ」と総称します。）の預⾦者、取引先その他のお客さま、株主、投資家、社会等
のすべてのステークホルダーの皆さまに対する情報開⽰の理念ならびに⼿続および体制を定め、こ
れに従った情報開⽰を⾏うことにより、MUFG グループに関する公平・公正かつ適切な情報開⽰を
実現するとともに、ステークホルダーの皆さまとの対話を通じて得た知⾒の経営プロセスへの適切
な還元を通じて、MUFG グループの成⻑と企業価値の向上をめざすことを⽬的とします。

2. 基本的な考え⽅
MUFG グループの情報開⽰は、以下の基本的な考え⽅に基づくものとします。

(1)

(2)

(3)

(4)

法令・規則の遵守
MUFG グループは、⾦融商品取引法、会社法、銀⾏法その他の関係法令および MUFG グルー
プの有価証券を上場している国内外の証券取引所その他の監督当局の規則等（以下「法令等」
と総称します。）を遵守し、適時・正確・適切な情報開⽰を⾏います。

開⽰の透明性・わかりやすさ
MUFG グループは、開⽰の透明性を確保するとともに、継続性・⼀貫性などにも配慮しなが
ら、ステークホルダーの皆さまにとってわかりやすい情報開⽰を⾏うよう努めます。さらに、
法令等により義務付けられている情報開⽰にとどまらず、MUFG グループに対する理解を深め
ていただくために重要または有益と判断される情報については、⾃発的に開⽰します。

開⽰の公平性・公正性
MUFG グループは、重要情報 に関しては、適時・適切なタイミングにおいて、すべての
ステークホルダーの皆さまに公平・公正かつ適切に開⽰するよう努めます。

ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話
MUFG グループは、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて、MUFG グループに
対する理解を深めていただくとともに、ステークホルダーの皆さまの関⼼事項等を踏まえた適
切な対応を⾏い、かかるステークホルダーの皆さまとの対話を通じて得た知⾒を MUFG グル
ープの持続的成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に活かすように努めます。

（注 1）
法令等に基づき開⽰が義務付けられている情報および公表前の確定的な決算情報（年度または四半

MUFG は、グローバル⾦融犯罪対策ポリシーを定め、以下の通り公表しています。

三菱 UFJ フィナンシャル・グループにおけるグローバル⾦融犯罪対策ポリシー

三菱 UFJ 銀⾏ 

グローバル⾦融犯罪対策ポリシー

MUFG グループ情報開⽰⽅針

（注 1）

https://www.mufg.jp/csr/governance/financialcrimes/index.html
https://www.bk.mufg.jp/kigyou/policy/financialcrimes.html
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期の決算に係る確定的な財務情報）であって当社の有価証券の価格に重要な影響を与える情報を
「重要情報」とします。

3. MUFG グループの情報開⽰
MUFG グループは、法令等に基づくいわゆる法定開⽰および適時開⽰に加えて、以下のような⽅法
・媒体を⽤いて、ステークホルダーの皆さまが MUFG グループに対する理解を深めていただくため
に重要または有益と思われる情報を⾃主的に開⽰します。

(1)

(2)

(3)

統合報告書、アニュアルレポート、MUFG 通信等の発⾏

個⼈投資家、アナリスト・機関投資家、海外投資家向けに開催する定期説明会におけるコミュ
ニケ―ション

ステークホルダーの皆さまからの要請に応じた個別（ワン・オン・ワン）の対話も適宜⾏うこ
とがあります。

4. 重要情報の開⽰に係る社内⼿続と体制
当社は、情報開⽰の適切性および正確性を確保するための社内体制の整備に努めています。
当社は、取締役会から権限委譲を受けた経営会議が定めた「適時開⽰規程」に基づき、重要情報に
係る情報開⽰を⾏っています。情報開⽰の是⾮、情報開⽰時期および内容は、当該情報を所管する
部署、ならびに総務部、コーポレート・コミュニケーション部広報室および財務企画部が、協議に
より決定します。総務部は、原則として 6 ヶ⽉ごとに、経営会議傘下の情報開⽰委員会に対し、適
時開⽰規程の内容・改正および運⽤状況、情報開⽰された内容・時期および⽅法、ならびに開⽰を
⾏わなかった情報および⾮開⽰の理由を報告します。当社の⼦会社等の情報については、当社の直
接出資⼦会社の報告担当部署を通して総務部に報告されます。なお、直ちに経営会議に報告するこ
とが適切と判断するときは、情報開⽰委員会への報告に先⽴ってまたはこれと同時に経営会議に直
接当該事項を報告します。
また、情報開⽰委員会は、グループ CEO（Chief Executive Officer）またはグループ CFO（Chief F
inancial Officer）の宣誓を要する報告書、ならびに財務報告に係る内部統制等に関して経営者が作
成する報告書について、開⽰情報の記載内容の適正性、情報開⽰および財務報告の内部統制・⼿続
きの有効性について審議します。情報開⽰委員会で審議された重要事項は、随時、取締役会または
経営会議に付議または報告されます。

5. 情報開⽰の⽅法
⾦融商品取引法に基づく法定開⽰は⾦融庁が運営する「⾦融商品取引法に基づく有価証券報告書等
の開⽰書類に関する電⼦開⽰システム（EDINET）」を通じて、適時開⽰については東京証券取引所
が運営する「適時開⽰情報伝達システム（TDnet）」を通じて、また国外の法令等に基づく開⽰は証
券取引所その他の監督当局により定められた開⽰システムを通じて⾏うとともに、原則として、こ
れらにより開⽰した情報は当社のウェブサイトにも掲載します。また、当社は、銀⾏法に基づく公
告等については、法令等の定めに従って情報開⽰を⾏い、適切と認められる場合には当社のウェブ
サイトにも掲載します。
当社は、情報開⽰にあたっては、ウェブサイトの活⽤などにより、国内のみならず、海外の市場に
も⼗分に配慮しながら、英⽂での開⽰も含め、公平・公正かつ適切に情報を開⽰するよう努めます。

6. 資本市場参加者に対する情報開⽰
当社は、上記に加え、株主・投資家・証券アナリスト・格付機関等の資本市場参加者に対して公平
・公正かつ適切に情報を開⽰するため、下記に配慮します。
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(1)

(2)

資本市場参加者との対話
当社は、MUFG グループの戦略や企業価値への理解を深めるための統合報告書の発⾏等に加
え、説明会や⾯談等の様々な機会を活⽤しながら、資本市場参加者の皆さまとの建設的な対話
を⾏います。また、資本市場参加者からの質問等への回答に差が⽣じないよう、対話を⾏う者
は、資本市場参加者から頻繁に聞かれる財務情報等への回答・説明⽅針を共有するよう努めま
す。

選択的開⽰に関する考え⽅
投資家との個別ミーティングや⼩規模ミーティングは、MUFG グループについての適切な理解
を促進するために⾏われるものであり、これらのミーティングにおいては、重要情報を⼀部の
投資家のみを選別して、選択的開⽰を⾏わないものとします。未公表の重要情報を取引関係者
等 へ伝達する場合には、原則として、伝達と同時に当社ウェブサイトにて当該重要情報
を公表する等、公平・公正かつ適切な情報開⽰に努めます。
なお、取引関係者が当社との契約または法令に基づく守秘義務および当社の有価証券に係る売
買等を⾏わない義務を負う者である場合等においては、状況に応じて、当該重要情報の公表を
差し控える場合があります。

（注 2）
取引関係者とは、情報受領者として（1）⾦融商品取引業者、登録⾦融機関、信⽤格付業者若しくは
投資法⼈その他の内閣府令で定める者またはこれらの役員等および（2）当該上場会 社等の投資者
に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づい
て当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を⾏う蓋然性の⾼い者として内閣府令で定める者
をいいます。

MUFG は、MUFG 税務ポリシーを定め、以下の通り公表しています。

税務に対する取り組み

（注 2）

MUFG 税務ポリシー

https://www.mufg.jp/csr/governance/tax/index.html
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